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国直轄事業負担金の抜本的改革 

３ 抜本的改革の考え方 

地方が地域の課題に主体的に対応できるよう、国の直轄
事業の範囲を国が責任を負うべきものに限定。地方が担える
事業については、財源とともに地方に移管すべき。 

 
○整備（建設）に係る費用のうち、業務取扱費については、
上限額（率）を明確にすべきである。 

 
○直轄事業負担金については、維持管理に係る負担金と整備
（建設）に係る負担金を明確に区分する必要がある。 

 
○維持管理に係る費用は、管理主体である国が全額負担すべ
きであり、直ちに『廃止』すべきである。 

 
○整備（建設）に係る費用については、国が、地方の同意の
下、明確な根拠・基準を定めたならば、適正な額を負担す
る。また、事前協議を法制化すること。 

 
☆万一、都民に対し説明責任が果たせないようならば、  
21年度の負担金の支払いを止めざるを得ない。 

 
☆また、退職手当（20 年度東京都負担金1.2 億円）など不適

当な費用に充当されていたならば、過去に遡って、負担
金の返還を要求すべきである。 

 
☆さらに、負担金で購入した固定資産を売却した場合、その

収入については、応分の返還を求めるべきである。 
 
☆これら抜本的改革を、国が実行するかどうかをチェックす

る必要がある（臨時的に知事会に専門部署を設立）。 

＜対象範囲＞ 
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補助事業の場合…補助基準が要綱で定められている 

直轄事業の場合･･･地方の負担基準が不明確 
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〔廃止すべき費用の例〕 

上限を定め、事業に直接

必要な費用に限定 

事業に直接必要な
費用に限定 
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２ 「あいまい」事業の明確化 

現在の直轄事業負担金 

 

維持管理 

 

 

整備（建設） 

 

 あいまい 

維持管理は「廃止」 
それに伴う業務取扱費も「廃止」 

「あいまい」な部分 
例えば、道路関係事業の「交通円滑化推進事

業（共同溝）」は、内訳をみても、  （単位：千円） 
路線名 箇所名 事業費 地方負担額 

国道１号線 日比谷共同溝 290,301 145,151 

となっている。 
これでは、維持管理なのか整備（工事）なの

か分からない。明確にすべき。 
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